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Ａ．研究目的 

令和 4 年度時点で、厚生労働省より災害時歯科保

健に係る指針等は発出されておらず、各自治体にお

いて対応等について検討せざるを得ない状況にある。

しかし、保健師や栄養士等他職種においては既に発

出されていることから、実際に発災した地域において、

根拠となる指針がない歯科については連携に遅れが

生じる事例が散見される。 

今般、災害時の歯科保健活動推進に向けた現状の

課題整理及び今後発出されるべきガイドライン等のあ

るべき姿について整理を行うことを目的として、都道府

県庁・市区町村・保健所に所属する行政歯科職に対し

て、集団でのインタビューを実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

1．対象 

本研究班での方針に同意を得た自治体（都道府県

庁、市区町村、保健所）の政策立案に携わる可能性

のある立場の行政歯科職を対象とし、都道府県庁所

属職員 2名、保健所 3名（うち 2名は保健所長)の

協力を得た。 

2．方法 

 オンラインミーティングツールを活用し、集団イ

ンタビュー方式で意見聴取を実施した。 

3．期間 

令和 5年 1月 26日に実施した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究においては、インタビュー対象者の個人情報

は含まず侵襲を伴わないものであり，十分な倫理的

配慮のもとで施行した．  

 

Ｃ．研究結果 

 対象者インタビューによって、以下の通りの意見

を確認した。 

１．現状の課題等について 

1) 発災した場合には保健医療圏を中心に対策会

議を設けるが、いざという時だけ参集しても

実効性を伴わないので、調整会議等実施して

いる。しかし、医療の話が中心となり、歯科の
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話に及ぶことはほとんどない。保健所が災害

時医療等を一定程度グリップすることになる

ことから、保健所活動へのフィードバックが

あるものが必要。 

2) 保健所で災害時の歯科保健を担当するのは必

ずしも歯科職種ではなく、栄養士・保健師であ

ることが多い。そのため、歯科保健活動につい

ての指針・マニュアルがないのは障壁になる。 

3) 個々の災害時歯科保健活動は歯科医師会が担

うことになるかと考えるが、その活動をする

ためのコーディネーターとして歯科専門職種

が必要だが、行政歯科職種が不在の場合、担い

手がいないのは課題。 

4) 保健医療福祉調整本部内にコーディネーター

を配置することや、協定締結等、都道府県が実

施すべきことの整理を進めることが必要。特

に、外部からの応援 (JDAT(Japan Dental 

Alliance Team, 日本災害歯科支援チーム)

等)を受け入れる受援体制の確認は急務。 

5) 国が発出している「大規模災害時の体制整備」

の中に歯科の位置づけがないのが最大の問題。

また歯科に係るコーディネーター配置がない

こともあり、都道府県の主管課に歯科専門職

種がいない場合、初動体制が取りにくくなる。 

6) JDATの名前が普及し始めており、第 8次医療

計画の中に入る見込み。併せて防災基本計画

の歯科チームの文言も今後JDATに置き換わる

方針と認識している中、厚労省から局長通知

等の発出で環境整備が進むことが今後望まれ

る展望 

２．ガイドライン等について 

1) 他職種が理解するために、マニュアルについ

てはA3用紙1枚程度の一覧表が別途あること

が望ましい。実際にはある程度実施すべき事

項をセレクションする必要があるが、何が重

要なのか、何がポイントなのか全体像を把握

できるものが必要。 

2) どのような形で厚労省から発出されるかがポ

イント。ガイドラインなのかマニュアルなの

か。保健所職員もそうだが、県庁職員がどのよ

うに認識して、災害医療体制に繋げるかが重

要。歯科保健を分からない人が見て分かるも

のが必要。 

3) フェーズの図を提示して、この時点でこのよ

うなことをやるという内容を、見て確認でき

ることが重要。 

4) 歯科保健活動のみではなく、歯科医療救護活

動についての記載も必要。 

5) 厚労省から発出されるガイドライン等につい

て一番必要な事項は、どのような役割がある

のかを明記すること。 

３．指針に必要な項目について 

 具体的に指針に必要とされる項目に対する意見

を伺い、最低でも必要な項目を下記の項目が必要に

なることが示された。 

 

1 平時における災害時歯科保健医療体制の整備

について 

(I）災害時歯科保健医療体制の整備  

① 災害時歯科保健医療活動のコーディネー

トをする者（災害歯科コーディネーター）の

配置  

(2）災害時歯科保健医療活動に係る計画、マニュ

アル、協定等の整備  

① 地域防災計画、医療計画等に係る災害時歯

科保健医療活動の整備（位置付け） 

② 災害時歯科保健医療活動に係るマニュア

ル等の整備  

③ 災害時歯科保健医療活動に係る関係機関

との協定の締結 

(3）災害時歯科保健医療に係る研修及び訓練の

実施 

2 災害時における歯科保健医療活動の実施につ

いて 

（1）災害時の歯科保健医療体制に係る情報の収

集及び連携  

① 保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉

調整地域本部への参画  

② 歯科医療機関の被災状況、被災者の歯科保

健医療ニーズ等の整理及び分析、情報連携

等の総合調整  

(2）災害時歯科保健医療活動の実施  

① 災害時歯科保健医療チームの派遣調整  

② 災害時歯科保健医療チームの活動  

③ 災害時歯科保健医療活動に関する記録・報

告、情報連携  

④ 災害時歯科保健医療活動に係る受援  

⑤災害時歯科保健活動への移行 

(3）災害時歯科保健医療活動における他の保健

医療活動チームとの連携 
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D.考察 

 各自治体において、災害時の歯科保健活動につい

て、明確な根拠となる厚生労働省発出の指針等の不

存在は、一定程度想定の障壁になっていることが示

唆された。災害時においては、市区町村、都道府県、

国が同じ方針の下で稼働する必要があり、そのため

には国すなわち厚生労働省からの指針等が重要な

役割となる。 

 東日本大震災以降、豪雨災害を含め、多くの災害

が発生し、その都度、国主導で医療救護所や避難所

の運営等医療や保健について見直しが図られ、より

有機的に稼働できるよう進められてきている一方、

歯科保健活動については日本歯科医師会主導で

JDAT の組織構成等進んでいるが、大半は現場レベ

ルでの対応を共有するのにとどまっている。 

 また、各市区町村にほぼ配置されている保健師と

異なり、歯科関係職種は必ずしも全ての自治体に配

属しているわけではない。このため、発災時の歯科

保健活動については歯科関係職種以外が主導し、地

域の歯科医師会等と連携して活動する必要がある。

そのため、指針等と共に、マニュアル等の整備も必

要になることが確認された。 

 

E.結論 

各自治体において、災害時の歯科保健活動の指針

を示すためには、都道府県においては厚生労働省か

らの、市区町村においては都道府県からの方針の提

示が大きな推進材料となることが示唆された。一方で

自治体による違いは大きく、一律に規定するのではな

く、必要な項目ごとに各自治体で指針を作成するため

の参考となる 

考え方として示す方法が提案された。 
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